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社会保険労務士 

 さくら事務所便り 
 

平成 29 年 11 月号 

連絡先：〒223-0052  

 神奈川県横浜市港北区綱島東 5-4-5-108 

電話 ： 045-716-6080 

ｅ－ｍａｉｌ：info@sakura.management.net 

 

「労働時間等設定改善指

針」「育児・介護休業指針」

が改正されました 

 

◆10 月 1 日より適用 

年次有給休暇や子の看護

休暇・介護休暇を取得しやす

い環境整備を推進するため、

「労働時間等設定改善指針」

および「育児・介護休業指針」

が改正され、10 月 1 日より

適用されています。 

いずれも企業に対して義

務を課すものではありませ

んが、「配慮」等が求められて

いますので、それぞれのポイ

ントをご紹介いたします。 

 

◆「労働時間等設定改善指

針」の改正点 

＜ポイント１＞ 

「地域の実情に応じ、労働

者が子どもの学校休業日や

地域のイベント等に合わせ

て年次有給休暇を取得でき

るよう配慮すること」が盛り

込まれました。 

＜ポイント２＞ 

「公民権の行使又は公の職

務の執行をする労働者につ

いて、公民としての権利を行

使し、又は公の職務を執行す

る労働者のための休暇制度

等を設けることについて検

討すること」が盛り込まれま

した。 

＜ポイント３＞ 

「仕事と生活の調和や、労

働者が転職により不利にな

らないようにする観点から、

雇入れ後初めて年次有給休

暇を付与するまでの継続勤

務期間を短縮すること、年次

有給休暇の最大付与日数に

達するまでの継続勤務期間

を短縮すること等について、

事業場の実情を踏まえ検討

すること」が盛り込まれまし

た。 

 

◆「育児・介護休業指針」の

改正点 

「子の看護休暇及び介護休

暇について、労使協定の締結

をする場合であっても、事業

所の雇用管理に伴う負担と

の調和を勘案し、当該事業主

に引き続き雇用された期間

が短い労働者であっても、一

定の日数については、子の看

護休暇及び介護休暇の取得

ができるようにすることが

望ましいものであることに

配慮すること」が盛り込まれ

ました。 

 

 

押さえておきたい 企業

向けの「障害者雇用」支援

策 

 

◆高まる障害者雇用に対す

るニーズ 

近年、障害を持っている方

に対する就労支援が各方面

から進められているところ

です。また、来年 4 月からは、

障害者雇用率の算定基礎対

象に精神障害者が含まれる

ようになり、法定雇用率が引

き上げられます。そのため、

精神障害者の雇用をはじめ

として、企業の障害者の雇用

に対するニーズはますます

高まってくることが予想さ

れています。 

 

◆国による雇用支援も 

国も障害者雇用支援につ

いては、様々な施策を講じて

います。 

例えば、障害者を新たに雇

い入れ場合、障害者が働き続



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けられるように支援する場

合には各種助成金が用意さ

れており、企業の障害者雇用

促進のために利用されてい

ます。 

また、税制面からも、障害

者を多数雇用する企業に対

しては、機械等の割増償却措

置（法人税・所得税）、助成金

の非課税措置（法人税・所得

税）、事業所税の軽減措置、不

動産取得税の軽減措置、固定

資産税の軽減措置など税制

優遇制度が設けられていま

す。 

 

◆精神・発達障害者しごとサ

ポーター養成講座 

労働局・ハローワークで

は、今秋から一般の従業員を

対象として、精神障害や発達

障害について正しく理解し、

職場における応援者（精神・

発達障害者しごとサポータ

ー）となってもらうための講

座を開講しています。 

精神・発達障害についての

基礎知識や一緒に働くため

に必要な配慮などを短時間

（90 分～120 分）で学ぶもの

で、企業で働いている方であ

れば誰でも受講可能となっ

ています（今現在、障害のあ

る方と一緒に働いているか

どうか等は問われません）。

また、ハローワークから講師

が事業所に出向く出前講座

も行っているようです。 

 

◆様々な支援を活用する 

雇用される障害者数は

年々増加しています。ただ、

一度も障害者を雇用したこ

とがないという企業にとっ

ては、まだまだハードルが

高いところでしょう。また、

すでに雇用している企業で

あっても、スムーズに対応

できていないという面もあ

るかもしれません。 

今後は、上記のような

様々な支援を活用すること

で、企業、従業員双方にとっ

て、より良い形の障害者雇

用を進めていくことが考え

られるところです。 

 

 

11 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の

減額承認申請書（10 月

31 日の現況）の提出［税

務署］ 

 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第

～当事務所より一言～ 

 

２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の

納付＜第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


